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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　シリンダホルダ溝によりシリンジのフランジを保持してシリンジを固定するためのシリ
ンダホルダに装着されて、注入装置用として用いることができるシリンジであって、
　前記シリンダホルダは、前記フランジを前記シリンダホルダ溝に対して平行な方向から
はめこむことで、前記シリンジを前記シリンダホルダに装着できるように構成され、
　前記フランジは、前記シリンジの後端に設けられており、フランジの外周の一部に、シ
リンジの軸を中心とする円弧形状となっている円弧部を有し、前記フランジの前記円弧部
に、前記フランジの外周の一部を凹状にした２つの位置決めカットが設けられており、
　前記２つの位置決めカットが水平となる位置で、前記シリンダホルダとの位置決めがさ
れることを特徴とするシリンジ。
【請求項２】
　前記２つの位置決めカットが、シリンジの軸を中心に１８０度対称位置に設けられてい
ることを特徴とする請求項１に記載のシリンジ。
 
【請求項３】
　前記シリンダホルダは、前記２つの位置決めカットが水平となる位置でシリンジを固定
するための位置決め機構を有することを特徴とする請求項１または２に記載のシリンジ。
【請求項４】
　前記位置決め機構は、前記２つの位置決めカットと嵌合することを特徴とする請求項３
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に記載のシリンジ。
【請求項５】
　前記位置決め機構は、フランジの外縁側から水平方向に向けて押し付ける機構を有して
いることを特徴とする請求項３または４に記載のシリンジ。
【請求項６】
　前記位置決め機構は、コイルバネで押されるラッチであることを特徴とする請求項５に
記載のシリンジ。
【請求項７】
　前記位置決め機構は、前記凹部と嵌合する爪を有する板バネであることを特徴とする請
求項５に記載のシリンジ。
【請求項８】
　ピストンを有することを特徴とする請求項１～７のいずれか１項に記載のシリンジ。
【請求項９】
　薬液が充填されていることを特徴とする請求項１～８のいずれか１項に記載のシリンジ
。
【請求項１０】
　前記薬液が造影剤であることを特徴とする請求項９に記載のシリンジ。
【請求項１１】
　前記シリンジが使用される注入装置は、前記ピストンを保持し前記シリンダホルダに対
して相対的に移動できるピストンホルダ、およびこのピストンホルダを移動させる駆動機
構を有することを特徴とする請求項１～１０のいずれか１項に記載のシリンジ。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、自動注入装置等の駆動機構を用いて高い注入圧力で注入を行うのに適したシ
リンジおよびシリンダホルダに関する。
【背景技術】
【０００２】
　医療用を初めとする多様な分野において、液体の注入にシリンジが用いられている。Ｘ
線ＣＴ撮影の造影剤、ＭＲＩ（磁気共鳴画像診断装置）用の造影剤のような粘度の高い薬
液の注入には、高い圧力を要し、人手で操作するのが困難であったり、非常に手間が掛か
ったりする。そこで自動注入装置等の機械的なシリンジ駆動機構を用いて注入することが
一般的である。図１１は、そのような自動注入装置１０にシリンジ２０を装着する様子を
示したものである。自動注入装置１０は、シリンダホルダ１１、ピストンホルダ１２、内
部にモーター（図示していない）を備え、シリンダホルダ１１はフランジ２２を保持する
ことよってシリンジ外筒２１を固定し、ピストンホルダ１２はピストンフランジ２４を保
持する。モーターによってピストンホルダを前進または後退させることにより、ピストン
２３をシリンジ外筒に対して相対移動させて、液体の注入（液体のシリンジからの排出）
または吸引を行うことができる。図１２は、自動注入装置にシリンジを装着した様子を示
す図である。
【０００３】
　また、図１３に示すように、この自動注入装置に、サイズの小さいシリンジを装着する
ときは、取り外し可能なアダプタ１３（シリンジに対してはシリンダホルダとして機能す
る）に、シリンジ外筒を装着し、さらに自動注入装置１０に装着する。図１４に、シリン
ジが自動注入装置に装着された様子を示す。
【０００４】
　図１５は、図１１で示した自動注入装置のシリンダホルダによるシリンジの保持、位置
決めを説明する図であり、シリンジ外筒を後ろ側から見た図である。即ち、図１１および
図１５（ａ）に示すようにフランジカット部２５を垂直にしてフランジをシリンダホルダ
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１１の溝にはめ込む。次に、９０°回転させることでフランジが抜けないように固定され
る。図１５（ｂ）は回転途中を示す図であり、図１５（ｃ）は使用位置である。
【０００５】
　フランジのカット部は、このように位置決めに用いられる他、卓上などの平らな面に放
置した場合に、転がりによるシリンジ破損防止のためにも必要である。
【０００６】
　また、ここで示したシリンジは、シリンジ外筒とピストンを有する一般に普及している
形状のシリンジを大型（１００ｍＬ、２００ｍＬ）にしたものである。一般の５０～６０
ｍＬのシリンジが３ｋｇ／ｃｍ２程度の耐圧であるの対して、造影剤注入用として２０ｋ
ｇ／ｃｍ２程度まで耐圧が高められている。
【０００７】
　ところで、造影剤用のシリンジとしては、ピストンがない型も存在する。この型では、
パッキンを固定している部材に設けられているメスネジと、注入装置側の軸の先端のオス
ネジとを接続し、軸を前後に駆動することにより造影剤の吸引・注入を行う。しかし、こ
のようなピストンがない型のシリンジは、注入器専用であるために、薬液を吸引するとき
にも必ず自動注入装置を用いなければならない。従って、診断中には、自動注入装置が占
有されてしまい、薬液の吸引ができない。
【０００８】
　これに対して、図１１等で示したような一般普及型のシリンジは、手動でも薬液の吸引
が可能であるので、吸引時に自動注入装置を占有せずに済むため、診断中でも、シリンジ
に薬液を充填して次回の検査用の薬液を予め準備しておくことができる利点がある。また
、図１１と図１３に示したように、大きさの異なるシリンジであってもアダプタを用いる
ことにより同じ注入装置を使用できるなどのメリット、装置への装着が容易である等のメ
リットもある。
【０００９】
　以上のように、造影剤などの薬液注入用のシリンジはこれまで種々の改良がなされてい
るが、それでも造影剤のような粘度の高い薬液を注入する際に、フランジに大きな力が加
わるため、圧力を受けるフランジ面が少ないとシリンジが破損する場合がある。仮にフラ
ンジが所定位置まで回転されずに、例えば図１５（ｂ）のような中途半端な状態で注入が
行われると、受圧面積が小さいために破損の危険性が大きくなる。
【００１０】
　また、最近２００ｍＬ程度の比較的大きなシリンジを用いた注入用の装置には、シリン
ダホルダ部を可動にして、フランジの装着がより簡単により確実にできるクランプする機
構が考案されている。図１６は、そのような自動注入装置１０のシリンダホルダ部分の拡
大図である。このシリンダホルダは２つのクランプ１６を有し、シリンジが装着する前は
、図１６のように２つのクランプの上部が開いた状態にある。そして、図１７（ａ）（図
１７の上段左側図）で、フランジカット面を垂直にしてシリンジを開いた状態の２つのク
ランプ１６にはめ込む。はめ込んで行くに従い、２つのクランプ１６はフランジに押され
て支点１７を中心に回転し、閉じた状態になる。そして９０°だけシリンジを回転するこ
とで、図１７（ｂ）（図１７の上段右側図）に示すように、フランジカット面２５を上下
にして固定される。図１７（ｃ）は、固定された状態を上から見た平面図（クランプ部分
は断面図）である。
【００１１】
　しかし、このようなクランプ機構を用いても、図１７（ａ）から図１７（ｂ）に至る途
中の中途半端な位置で固定されると、注入の際にフランジの受圧面積小さくなり、前述と
同様にシリンジ破損の危険性が大きくなる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　そこで本発明は、粘度の高い液体を高い圧力にて注入するときにも、破損しにくいシリ
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ンジおよびこのシリンジと共に用いられるシリンダホルダを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明は以下の事項に関する。
【００１４】
　１．　シリンダホルダ溝によりシリンジのフランジを保持してシリンジを固定するため
のシリンダホルダに装着されて、注入装置用として用いることができるシリンジであって
、
　前記シリンダホルダは、凹部と嵌合しうる位置決め機構が設けられ、
　前記シリンジは、この位置決め機構と嵌合する凹部を有することを特徴とするシリンジ
。
【００１５】
　２．　前記凹部は、前記シリンジのフランジに設けられていることを特徴とする上記１
記載のシリンジ。
【００１６】
　３．　前記凹部は、前記シリンジのフランジの後端面を部分的に厚くした強化リブに設
けられていることを特徴とする上記１記載のシリンジ。
【００１７】
　４．　前記位置決め機構は、コイルバネで押されるラッチであることを特徴とする上記
１～３のいずれかに記載のシリンジ。
【００１８】
　５．　前記位置決め機構は、爪を有する板バネであることを特徴とする上記１～３のい
ずれかに記載のシリンジ。
【００１９】
　６．　上記１～３のいずれかに記載のシリンジのフランジを、シリンダホルダ溝により
保持して、前記シリンジを注入装置に固定するためのシリンダホルダであって、
　前記シリンジに設けられた凹部と嵌合する位置決め機構を有することを特徴とするシリ
ンダホルダ。
【００２０】
　７．　前記位置決め機構は、コイルバネで押されるラッチであることを特徴とする上記
６記載のシリンダホルダ。
【００２１】
　８．　前記位置決め機構は、爪を有する板バネであることを特徴とする上記６記載のシ
リンダホルダ。
【００２２】
　９．　前記シリンダホルダは、前記注入装置と一体となっていることを特徴とする上記
６～８のいずれかに記載のシリンダホルダ。
【００２３】
　１０．　前記シリンダホルダは、前記注入装置に取り外し可能に装着されるアダプタで
あることを特徴とする上記６～８のいずれかに記載のシリンダホルダ。
【００２４】
　１１．　前記シリンダホルダは、前記シリンジを前記シリンダホルダに装着した後、９
０°回転したときに、前記位置決め機構と前記凹部との嵌合が生じることを特徴とする上
記６～１０のいずれかに記載のシリンダホルダ。
【００２５】
　１２．　上記６～１１のいずれかに記載のシリンダホルダ、シリンジのピストンを保持
し前記シリンダホルダに対して相対的に移動できるピストンホルダ、およびこのピストン
ホルダを移動させる駆動機構を有する注入装置。
【００２６】
　１３．　上記１～３のいずれかに記載のシリンジと、上記１２の注入装置とを備える薬
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液注入システム。
【００２７】
　本出願は、次の事項も開示している。即ち、本出願の開示事項の１つは、シリンダホル
ダ溝によりシリンジのフランジを保持してシリンジを固定するためのシリンダホルダに装
着されて、注入装置用として用いることができるシリンジであって、前記シリンダホルダ
と係合して、装着されるシリンジの装着方向を規定するガイドを有することを特徴とする
シリンジに関する。
【００２８】
　本出願の開示事項の一態様において、前記ガイドは、前記シリンダホルダの溝にはまら
ないだけの厚さを有する突起であって、フランジが溝にはまり、一方ガイドがシリンダホ
ルダ溝にはまらないことによって、前記シリンダホルダとの係合が生じ、それによりシリ
ンダの回転を禁止し、所定の向きでシリンジを保持・固定する。
【００２９】
　その際、前記シリンダホルダとして、シリンジ側の内側壁面に垂直部を有しているもの
を用いて、一方前記ガイドにこの垂直部と係合する直線部を形成するようにすると、シリ
ンダの回転を禁止し、所定の向きでシリンジを保持・固定することができる。
【００３０】
　また、前記シリンダホルダとして、２つのクランプを備え、シリンジを装着前は２つの
クランプが開いた状態にあり、シリンジの装着とともにクランプ上部が内側に閉じるよう
に作動してフランジを固定するものを用いることも可能であり、その場合前記ガイドは、
シリンジの回転が禁止されるように、クランプの形状に合わせることができる。
【００３１】
　さらに、本発明は、シリンダホルダ溝によりシリンジのフランジを保持してシリンジを
固定するためのシリンダホルダに装着されて、注入装置用として用いることができるシリ
ンジであって、前記シリンダホルダは、凹部と嵌合しうる位置決め機構が設けられ、前記
シリンジは、この位置決め機構と嵌合する凹部を有することを特徴とするシリンジに関す
る。
【００３２】
　この位置決め機構は、コイルバネで押されるラッチ、または爪を有する板バネであるこ
とが好ましい。
【００３３】
　さらに本発明は、これら凹部が設けられたシリンジの凹部に嵌合しうる位置決め機構を
有することを特徴とするシリンダホルダに関する。
【００３４】
　さらに本発明は、以上のシリンジと、シリンダホルダ溝によりこのシリンジのフランジ
を保持してシリンジを固定するためのシリンダホルダ、このシリンジのピストンを保持し
前記シリンダホルダに対して相対的に移動しうるピストンホルダ、およびこのピストンホ
ルダを移動させる駆動機構とを有する注入装置とを備えた薬液注入システムに関する。
【発明の効果】
【００３５】
　本発明によれば、シリンジの向きが所定の方向、即ち好ましくはフランジカット部がシ
リンダホルダへの装着方向に対して上下に向く方向に定まり、固定位置が確認できるので
、最適な位置にてフランジが固定される。その結果、シリンダホルダの溝壁面との接触面
積が増大し、注入の際に十分な受圧面積が確保できる。そのため、耐圧に関して安定した
注入を行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【００３６】
【図１】本出願の開示する他の発明のシリンジの１形態、およびシリンダホルダで保持・
固定された状態を示す図である。（ａ－１）シリンジ装着前の様子を、シリンジの後面か
ら見た図（ａ－２）シリンジおよびシリンジホルダの上面図（ｂ－１）シリンジ装着後の
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様子を、シリンジの後面から見た図（ｂ－２）シリンジ装着後の上面図
【図２】本発明のシリンジおよびシリンダホルダの１形態を示す図である。（ａ）シリン
ジ装着前の様子を、シリンジの後面から見た図（ｂ）シリンジ装着後の様子を、シリンジ
の後面から見た図
【図３】本発明のシリンジおよびシリンダホルダの１形態を示す図である。（ａ）シリン
ジ装着前の様子を、シリンジの後面から見た図（ｂ）シリンジ装着後の様子を、シリンジ
の後面から見た図
【図４】本発明のシリンジおよびシリンダホルダの１形態を示す図である。（ａ）シリン
ジ装着前の様子を、シリンジの後面から見た図（ｂ）シリンジ装着後の様子を、シリンジ
の後面から見た図（ｃ）シリンジの上面図
【図５】本発明のシリンジおよびシリンダホルダの１形態を示す図である。（ａ）シリン
ジ装着前の様子を、シリンジの後面から見た図（ｂ）シリンジ装着途中の様子を、シリン
ジの後面から見た図（ｃ）シリンジ装着後の様子を、シリンジの後面から見た図
【図６】本出願の開示する他の発明のシリンジの１形態、およびシリンダホルダで保持・
固定された状態を示す図である。（ａ）シリンジ装着の様子を、シリンジの前面から見た
図（ｂ）シリンジ装着後の様子を、シリンジの前面から見た図（ｃ）シリンジ装着後の様
子の上面図
【図７】本出願の開示する他の発明のシリンジの１形態、およびシリンダホルダで保持・
固定された状態を示す図である。（ａ）シリンジ装着の様子を、シリンジの後面から見た
図（ｂ）シリンジ装着後の様子を、シリンジの後面から見た図（ｃ）シリンジ装着後の様
子の上面図
【図８】本出願の開示する他の発明のシリンジの１形態を示す図である。
【図９】本出願の開示する他の発明のシリンジの１形態を示す図である。
【図１０】本出願の開示する他の発明のシリンジの１形態を示す図である。
【図１１】自動注入装置にシリンジを装着する様子を示す図である。
【図１２】自動注入装置にシリンジを装着した様子を示す図である。
【図１３】自動注入装置に、アダプタを用いてシリンジを装着する様子を示す図である。
【図１４】自動注入装置にシリンジを装着した様子を示す図である。
【図１５】図１１で示した自動注入装置のシリンダホルダによるシリンジの保持、位置決
めを説明する図である。
【図１６】２つの可動クランプを備えたシリンダホルダを示す図である。
【図１７】２つの可動クランプを備えたシリンダホルダによるシリンジの保持・位置決め
を説明する図である。（ａ）シリンジ装着の様子を、シリンジの後面から見た図（ｂ）シ
リンジ装着後の様子を、シリンジの後面から見た図（ｃ）シリンジ装着後の様子の上面図
【発明を実施するための形態】
【００３７】
　以下に、図面を参照して本発明を説明する。尚、本発明の具体例は、図２、図３、図４
および図５に示されるものであり、図１、図６、図７、図８、図９、図１０に示されるも
のは、本出願が開示しているその他の発明に関する具体例である。
【００３８】
　図１は、シリンジのフランジ部にガイドを設けた形態のシリンジ３０を示す図であり、
（ａ－１）は、シリンジ装着前の様子を、シリンジの後面から見た図、（ａ－２）は、シ
リンジおよびシリンジホルダの上面図、（ｂ－１）は、シリンジ装着後の様子を、シリン
ジの後面から見た図、（ｂ－２）は、シリンジ装着後の上面図である。
【００３９】
　この形態では、フランジ２２の後面にガイド３１が設けられている。一方、シリンダホ
ルダ１１の溝１４は、フランジ２２をはめ込むだけの厚さで形成されているが、ガイド３
１を含めた厚さよりも狭い溝幅で形成されている。従って、図１（ａ）に示すように、ガ
イド３１が垂直に向くようにしてフランジをシリンダホルダ１１にはめ込む。図１（ｂ）
は、フランジ２２をシリンダホルダ１１にはめ込はめ込んだ様子を示す図である。この例
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では、シリンダホルダ１１のシリンジ側の内側壁面１５が直線部分を有しており、一方、
ガイド３１も直線部分を有しているために、フランジカット部２５が上下に来る位置での
みシリンジが固定され、回転が禁止される。従って、フランジが保持される面積が大きく
、注入時の受圧面積を大きくとることができる。
【００４０】
　また、ガイドをフランジ前面側に設けることもできる。図８は、ガイドをフランジ前面
側に設けたシリンジを先端側から見た図である。この図に示すようにガイド３３をフラン
ジの前面側（シリンジ先端側）に、少なくともガイド３３がシリンダホルダ溝にはまらな
いだけの厚さで設けることにより、図１の例と同じように、フランジカット面２５が上下
に向いた方向でのみシリンジが装着・固定される。
【００４１】
　ガイドとしては、直線状部分が有する方が、装着もスムーズに行えるが、図９に示すよ
うな複数のドットからなるガイド３５でも、位置規定は可能である。また、図１０の例の
ガイド３７のように、２つのガイドの間隔を装着側で短くすると装着が容易になる。
【００４２】
　図２は、フランジ２２のフランジカット部２５に、位置決め機構と嵌合する凹部として
、位置決めカット４１を設けたシリンジの例を示す図である。一方、シリンダホルダ側に
は、位置決めカット４１と嵌合する位置決め機構としてのラッチ４２を設け、ラッチがコ
イルバネ４３で常に中心方向に押されるようにしておく。図２（ａ）のような方向で、シ
リンダホルダに装着した後、手動にて９０°回転させると、位置決めカット４１とラッチ
４２がかみ合う位置（図２（ｂ））で、フランジが固定される。このときクリック感があ
るので、セッティング位置を感触にても確かめることができるので確実性が向上する。尚
、本発明においてシリンダホルダとは、溝を有し、その溝によりシリンジのフランジを保
持してシリンジを固定する構造をいうものであり、シリンダホルダが注入装置に一体化と
なっていても、あるいは図１３で示したようなアダプタ等のように取り外し可能になって
いても、どちらでもよい。
【００４３】
　図３に、位置決めカット５１をフランジ２２のフランジカット部２５ではなく、円弧部
２６に設けた例を示す。このような場合は、図３（ｂ）に示すように、ラッチ５２をシリ
ンダホルダの横側に設け、ラッチ５２がコイルバネ５３で中心方向に押されるようにして
おくことが好ましい。図３（ａ）のような方向で、シリンダホルダに装着した後、手動に
て９０°回転させると、位置決めカット５１とラッチ５２がかみ合って（図３（ｂ））、
フランジが固定される。この図で示すように、ラッチ５２を両側に設けると、特に固定位
置が安定するので好ましい。
【００４４】
　図２の例では位置決めカットをフランジカット部に設け、図３の例ではフランジの円弧
部分に設けたが、通常のフランジ部とは別に、別途位置決めのための凹部を設けることも
できる。図４に、その１例を示す。この例ではフランジの後端面にフランジ補強リブ６１
を設け、その一部をラッチ６３と嵌合するような位置決め部６２となるように形成しても
良い。ここで、フランジ補強リブ６１は、図４（ｃ）に示すように、フランジの後端面を
部分的に厚くしたものであり、これによりフランジを強化して破損を防止する。この例で
も、図２で示した例と同じように、図４（ａ）の方向で、シリンダホルダに装着した後、
手動にて９０°回転させると、クリック感と共に位置決め部６２とラッチ６３がかみ合っ
て（図４（ｂ））、フランジが固定される。
【００４５】
　図５は、シリンジとしては図３で示した例と同様に、位置決めカット５１をフランジ２
２の円弧部２６に設けたシリンジを用い、一方、シリンダホルダ側に、爪７２を備えた爪
付き板バネ７１を設けた例を示す図である。図５（ａ）のようにフランジカット部を垂直
にしてシリンダホルダに装着した後、図５（ｂ）のようにシリンジを回転させ、さらに図
５（ｃ）のように９０°回転した位置で、爪７２が位置決めカット５１とクリック感と共
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に嵌合して固定される。
【００４６】
　図６は、図１６、図１７で示したようなクランプを用いたときの改良された固定方法の
例を示す図である。この例のシリンジは、図６（ｃ）に示すようにシリンジ外筒８０のフ
ランジ前面に、ガイド８１が設けられた構造である。図６（ｃ）のＡ方向から（先端方向
から）見た時のシリンジ装着の様子を図６（ａ）、（ｂ）に示す。図６（ａ）に示すよう
に、フランジカット面２５を上下に向けて、シリンジを開いた状態のクランプ８２に押し
込むと、クランプ８２が支点８３の周りに回転して図６（ｂ）のようにクランプ上部が閉
じてシリンジが装着・固定される。ガイド８１が設けられていることによりガイド部分は
クランプの溝にはまらないので、フランジカット面２５の位置が上下に来る以外の位置で
はシリンジが装着できない。従って、注入時の受圧面積を大きくとることができる。
【００４７】
　図７も、図１６、図１７で示したようなクランプを用いたときの改良された固定方法の
例を示す図である。図６で示したシリンジの例では、ガイドをフランジの前面方向に設け
たが、図７の例では、図７（ｃ）に示すようにシリンジ外筒９０のフランジ後面にリブを
設けてガイド９１としている。図７（ｃ）のＡ方向から（後側から）見た時のシリンジ装
着の様子を図７（ａ）、（ｂ）に示す。この場合も同じように、図７（ａ）に示すように
フランジカット面２５を上下に向けてシリンジをクランプ９２に押し込むと、クランプ９
２が支点９３の周りに回転して図７（ｂ）のように装着・固定されるが、ガイド９１の働
きにより、フランジカット面の位置がずれていると装着できない。
【００４８】
　以上、代表的な例を挙げて本発明を説明したが、本発明はこれらの例に限定されるもの
ではなく、本発明の要旨を逸脱しない限り種々の変更が可能である。また、以上の例では
、フランジカット面が上下の位置になったときに受圧面積が最大になったが、シリンダホ
ルダの形態によっては、必ずしもフランジカット面が上下の位置に来なければならないも
のではなく、適宜変更することができる。
【００４９】
　また、本発明のシリンジは、注入装置、特に自動注入装置と共に用いることが好ましい
。
【００５０】
　シリンジが、シリンダホルダと係合して、装着されるシリンジの装着方向を規定するガ
イドを有する場合には、シリンダホルダとして、シリンジと係合してシリンジの装着方向
を規定できるものを使用する。そして、図１１、図１３を用いて説明したような、ピスト
ンホルダおよびピストンホルダの駆動機構を有する自動注入装置と共に使用することによ
り、粘度の高い薬液であっても容易に注入することができる。特に、薬液として各種造影
剤の注入に好適に用いられる。
【００５１】
　尚、自動注入装置のピストンホルダの構造、駆動機構等は公知のものを使用することが
できる。
【００５２】
　さらに、本発明のシリンジは、シリンジ外筒とピストンを組み合わせて用いる一般普及
型のシリンジが好ましいが、フランジ面の位置決め固定が必要なシリンジであれば、その
他の型であってもよい。
【産業上の利用可能性】
【００５３】
　本発明によれば、粘度の高い液体を高い圧力にて注入するときにも、破損しにくいシリ
ンジ、シリンダホルダ、およびそれらを用いた薬液注入システムを提供することができる
。
【符号の説明】
【００５４】
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１０　自動注入装置
１１　シリンダホルダ
１２　ピストンホルダ
１３　アダプタ
１４　シリンダホルダ溝
１５　シリンダホルダ内側壁面
１６　クランプ
１７　支点
２１　シリンジ外筒
２２　フランジ
２３　ピストン
２４　ピストンフランジ
２５　フランジカット部
２６　円弧部
３０　シリンジ
３１　ガイド
３３　ガイド
３５　ガイド
３７　ガイド
４１　位置決めカット
４２　ラッチ
４３　コイルバネ
５１　位置決めカット
５２　ラッチ
５３　コイルバネ
６１　フランジ補強リブ
６２　位置決め部
６３　ラッチ
７１　爪付き板バネ
７２　爪
８０　シリンジ外筒
８１　ガイド
８２　クランプ
８３　支点
９０　シリンジ外筒
９１　ガイド
９２　クランプ
９３　支点
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【図７】 【図８】
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【図１１】 【図１２】
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【図１３】 【図１４】

【図１５】 【図１６】
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